


工事名：滋賀医科大学（医病）基幹・環境整備（特高受変電設備変圧器増設）電気設備工事

番号 図面番号 変更内容

1

下記の日程について変更します。
・数量書配布日：令和７年７月１６日（水)
・入札説明書等に対する質問提出期間：
  令和７年７月３日(木)から令和７年７月２４日(木)まで

2
現場説明書

(2)
別図1のとおり差し替えとする。

以上

１



【現場施工に着手する日が確定していない場合】

① 　請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事

等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。

なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打ち合わせにおいて定める。

② 　工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続、後片

付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。

なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日（例：「検査結果

通知書」等における日付）とする。

７　暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について

(1)　 文部科学省が発注する建設工事（以下、｢発注工事｣という。）において、暴力団員、暴力団準構成員

又は暴力団関係業者（以下、｢暴力団員等｣という。）による不当要求又は工事妨害（以下、｢不当介入｣

という。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに

警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと（以下「警察への通報等」という。）。

(2)　 (1)により警察への通報等を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告

すること（以下「発注者への報告」という。）。

(3)　 発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生

じた場合は、発注者と協議を行うこと。

(4)　 前記(1)及び(2)の「警察への通報等」及び「発注者への報告」を怠ったことが確認された場合の措置

について 

① 指名停止又は文書注意

　暴力団員等による不当介入を受けた受注者が警察への通報等及び発注者への報告を怠った場合は、

「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」（平成18年１月20日付け17文科施第

345号文教施設企画部長通知）（以下「指名停止措置要領」という。）の別表第2第15項に規定する

「不正又は不誠実な行為」に該当するものとして指名停止となる。

　なお、指名停止に至らない事由の場合は、指名停止措置要領第12に規定する書面による注意の喚起

（以下「文書注意」という。）に該当するものとして文書注意となる。

② 工事成績評定への反映

　工事成績評定要領（平成20年１月17日付け文教施設企画部長決裁）に基づき、前記①による指名停

止を受けた者については10点、文書注意を受けた者については8点の工事成績評定点の減点となる。

８　その他

(1)　 工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）への登録

　この工事の受注者は、工事契約内容及び施工内容について契約締結後１０日以内に、登録内容に変

更があったときは登録内容に変更が生じた日から１０日以内に、完成引渡しについて完成引渡し後

１０日以内にそれぞれの情報を一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報サー

ビス（ＣＯＲＩＮＳ）へ登録すること。

【余裕期間対象工事の場合】

　なお、技術者の従事期間は、余裕期間を含まないものとする。

(2)　 公共事業労務費調査への協力

　毎年定期的に実施される公共事業労務費調査への協力を依頼することがあるので、労働基準法第

１０８条による賃金台帳を整備しておくこと。

　なお、賃金台帳の整備にあたっては、一般社団法人全国建設業協会刊「建設現場の賃金管理の手

引き」及び「正しい賃金台帳のつくり方」によること。

(3)　 建設業退職金共済制度の履行

① 　受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、その掛金収納書（発注者用）

を工事請負契約締結後原則1月以内（電子申請方式による場合にあっては、工事請負契約締結後原則

40日以内）に、発注者に提出しなければならない。

　また、受注者は、建設業退職金共済制度について、建設キャリアアップシステムの活用等により

技能労働者等の就労状況を適切に把握し、これに基づく履行状況について、工事完成後、速やかに

掛金充当実績報告総括表を作成し、検査職員に提示しなければならない。

② 　「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。

(4)　 工事成績評定について

　この工事は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」（平成12年法律第127号）、）

及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」（平成13年3月9日閣議決定）に

基づき、文部科学省が定めた工事成績評定要領（平成20年1月17日付け文教施設企画部長決裁）による工

事成績評定の対象工事である。

(5)　 ワンデーレスポンスの実施について

　本工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。

① 　ワンデーレスポンスとは、受注者からの質問、協議に対して、発注者は、基本的に「その日のうち

に」回答するよう対応することである。なお、即日回答が困難な場合に、いつまでに回答が必要なのに」回答するよう対応することである。なお、即日回答が困難な場合に、いつまでに回答が必要なの

かを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることを含む

ものとする。

② 　受注者は、実施工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程

管理方法について、監督職員と協議を行うこと。　

③ 　受注者は、工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が

生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。

⑨　 その他

ア　ここで示す付保条件は、工事関係保険として最低限必要と思われる付保条件であり、受注者が受注

　者の判断でこれ以上の付保条件で工事関係保険を付保することを妨げるものでない。ただし、当該付

　保条件についても発注者が指示したものとみなす。

イ　建物の建築工事の受注者は、分離発注される当該建物の付帯設備工事の受注者と協議の上、建築工

　事の受注者が保険契約者となり、付帯設備工事の受注者を被保険者に加え、一括して建設工事保険契

　約を締結することも可能である。

ウ　受注者が工事関係保険契約を締結したときは、遅滞なく、その保険証券を発注者に提示すること。

　ただし、総括契約方式による付保の場合は、保険会社の引受証明を発注者に提示すること。

エ　工事関係保険契約締結後に設計変更等により工事期間又は請負代金額に変更を生じた場合などには、

　速やかに、付保条件について変更の手続きをとること。

労災補償に必要な法定外の保険契約 

　 受注者は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」（令和元年6月14日法律

 第35号）に基づき、公共工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための

 保険（法定外の労災保険）へ加入すること。

(12)　

(6)　 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について

　落札者（随意契約の場合にあっては、契約の相手方）は、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第

２０条の２第２項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがある

と認めるときは、落札決定（随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定）から請負契約を締結す

るまでに、契約担当官等に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知する

こと。

主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間について

【現場施工に着手する日が確定している場合】

① 　請負契約の締結の日の翌日から令和　年　　月　　日までの期間については、主任技術者又は監理

技術者の工事現場への専任を要しない。

② 　工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続、後片

付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。

なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日（例：「検査結果

通知書」等における日付）とする。

(7)　

エ　工事現場において作業等が行われていない期間。

② 　基準第10第3項に規定する発注者との連絡体制が確保されるとは、発注者又は監督職員と携帯電話

等で常に連絡が取られること、かつ、発注者又は監督職員が求めたときは、工事現場に速やかに向か

う等の対応が取られることをいう。

現場代理人の工事現場における常駐の緩和について

① 　基準第10第3項に規定する現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がない

とは、以下のものとする。

ア　請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設

　工事等が開始されるまでの期間。）。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、

　監督職員と協議の上、定める。

ウ　工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間。

イ　工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続、後片付け等

　のみが残っている期間。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した

　日（例：「検査結果通知書」等における日付）とする。

(8)　

③ 　その他請負契約の締結後、監督職員と協議の上、現場代理人の工事現場における常駐を要しない

期間を定める。

①

について

(9)　 建設業法第26条第3項1号の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の工事における取扱い

【専任特例1号の配置を認める場合】

　本工事において、建設業法第26条第3項1号の規定の適用を受ける監理技術者（以下、「専任特例

1号」という。）の配置を行う場合は以下のア～クの要件を全て満たさなければならない。

ア　各建設工事の請負代金の額が、１億円未満（建築一式工事の場合は２億円未満）であること。なお、

　　工事途中において、請負代金の額が１億円（建築一式工事の場合は２億円）以上となった場合には、

　　それ以降は専任特例を活用できず、主任技術者又は監理技術者を工事毎に専任で配置しなければな

　　らない。

イ　建設工事の工事現場間の距離が、同一の主任技術者又は監理技術者がその一日の勤務時間内に巡回

　　可能なものであり、かつ工事現場において災害、事故その他の事象が発生した場合において、当該

　　工事現場と他の工事現場との間の移動時間がおおむね２時間以内であること。なお、左記の移動時

　　間は片道に要する時間であり、また、その判断は当該工事に関し通常の移動手段（自動車など）の

　　利用を前提に、確実に実施できる手段により行うものとする。

　　以下「連絡員」という。）を当該建設工事に置いていること。なお、当該建設工事が土木一式工事

　　又は建築一式工事の場合の連絡員は、当該建設工事と同業種の建設工事に関し１年以上の実務の経

　　験を有する者を当該工事現場に置くこと。連絡員は、各工事に置く必要がある。なお、同一の連絡

　　員が複数の建設工事の連絡員を兼務することは可能である。また１つの建設工事に複数の連絡員を

　　配置することも可能である。連絡員は、例えば工程会議や品質検査等が２つの工事現場で同時期に

　　行われる場合に、監理技術者等が遠隔から指示等するにあたって、工事現場側にて適切に伝達する

　　等、円滑な施工管理の補助を行う（事故等対応含む）ことを想定している。連絡員に必要な実務の

　　経験として認められる内容は、法七条第二号に記載の営業所技術者（主任技術者）の実務の経験と

　　して認められる経験の考え方と同じでよい。連絡員に当該建設工事への専任や常駐は求めない。ま

　　た、連絡員の雇用形態については、直接的・恒常的雇用関係は必要ない。ただし、連絡員は当該請

　　負会社が配置するものであり、施工管理の最終的な責任は請負会社が負うことに留意が必要である。

ウ　当該建設業者が注文者となった下請契約から数えて、下請次数が３を超えていないこと。なお、工

　　事途中において、下請次数が３を超えた場合には、それ以降は専任特例1号は活用できず、主任技

　　術者又は監理技術者を工事毎に専任で配置しなければならない。

エ　当該建設工事に置かれる主任技術者又は監理技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための者（

　　　イ　当該建設業者の名称及び所在地

　　　ロ　主任技術者又は監理技術者の氏名

　　　ハ　主任技術者又は監理技術者の一日あたりの労働時間のうち労働基準法第三十二条第一項の労

　　　　　働時間を超えるものの見込み及び労働時間の実績

　　　ニ　各建設工事に係る次の事項

　　　　　（ロ）当該建設工事の内容（法別表１上段の建設工事の種類）

　　　　　（ハ）当該建設工事の請負代金の額

　　　　　（ニ）工事現場間の移動時間

　　　　　（イ）当該建設工事の名称及び工事現場の所在地

　　　　　（ホ）下請次数

　　　　　（ヘ）連絡員の氏名、所属会社及び実務の経験【実務の経験は、土木　一式工事又は建築一

　　　　　　　　式工事の場合に記載】

　　　　　（ト）施工体制を把握するための情報通信技術

　　　　　（チ）現場状況を把握するための情報通信機器

　　るための措置を講じていること。なお、情報通信技術については、現場作業員の入退場が遠隔から

　　確認できるものとし、CCUS又はCCUSとAPI連携したシステムであることが望ましいが、その他のシ

　　ステムであることが望ましいが、その他のシステムであっても、遠隔から現場作業員の入退場が確

オ　当該工事現場の施工体制を主任技術者又は監理技術者が情報通信技術を利用する方法により確認す

　　認できるシステムであれば可能である。

カ　当該建設工事を請け負った建設業者が、次に掲げる事項を記載した人員の配置の計画書を作成し、

　　工事現場毎に備え置くこと。また、当該計画書は、建設業法二十八条の帳簿の保存期間と同じ期間、

　　当該建設工事の帳簿を保存している営業所で保存しなければならない。なお、当該計画書の作成等

　　は電磁的方法によることが可能である。

キ　主任技術者又は監理技術者が、当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況の確認をするため

　　に必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器が設置され、かつ当該機器を用いた通信を利

　　用することが可能な環境が確保されていること。なお、情報通信機器については、遠隔の現場との

　　必要な情報のやりとりを確実に実施できるものであればよい。そのため、左記を満足できれば、一

　　般的なスマートフォンやタブレット端末、WEB 会議システムでも差し支えない。また、通信環境に

　　ついては、例えば、山間部等における工事現場において、遠隔からの確実な情報のやりとりができ

　　ない場合はこの要件に該当しない。

ク　兼務する建設工事の数は、２を超えないこと。なお、「専任特例１号を活用した工事現場」と「専

　　任を要しない工事現場」を同一の主任技術者又は監理技術者が兼務することは可能であるが、専任

　　を要しない工事現場についても、イ)～キ)の要件を満たし、かつ全ての工事現場の数が２を超えて

　　はならない。

　本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務する事となる場合、前項ア～クの事項について

①

(10)　建設業法第26条第3項2号の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の工事における取扱い

について

【専任特例2号の配置を認める場合】

　本工事において、建設業法第26条第3項2号の規定の適用を受ける監理技術者（以下、「専任特例

2号」という。）の配置を行う場合は以下のア～クの要件を全て満たさなければならない。

確認できる書類を提出すること。

　本工事において、特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなっ

た場合は適切にコリンズ（ＣＯＲＩＮＳ）への登録を行うこと。

②

③

【専任特例1号の配置を認めない場合】

本工事は、建設業法第26条第3項1号の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認めない。

ア　建設業法第26条第3項2号による監理技術者の職務を補佐する者（以下、「監理技術者補佐」とい

　　う。）を専任で配置すること。

イ　監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験に

ウ　監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。

エ　同一の特例監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に２件までとする。（ただし、

オ　特例監理技術者が兼務できる工事は○○地域内（例：○○市、○○市及び○○町）の工事でなけ

カ　特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立合等の職務

ク　監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。

　本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務する事となる場合、前項ア～クの事項について

確認できる書類を提出すること。

　本工事において、特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなっ

た場合は適切にコリンズ（ＣＯＲＩＮＳ）への登録を行うこと。

特別重点調査を受けた者との契約について

「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」（平成21年3月31日付け20文科施第80

45号文教施設企画部長通知）に基づく特別重点調査を受けた者との契約については、その契約の

保証については請負代金額の10分の3以上とし、前金払の割合については、請負代金額の10 分の2以内

とする。ただし、工事が進捗した場合の中間前金払及び部分払の請求を妨げるものではない。

「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」（平成21年3月31日付け20文科施第80

45号文教施設企画部長通知）に基づく特別重点調査を受けた者と契約した場合においては、施工体制

台帳の提出に際して、その内容のヒアリングを発注者から求められたときは、受注者の支店長又は営

業所長等は応じなければならない。

45号文教施設企画部長通知）に基づく特別重点調査を受けた者と契約した場合においては、仕様書に基

づく施工計画の提出に際して、その内容のヒアリングを発注者から求められたときは、受注者の支店長

又は営業所長等は応じなければならない。なお、受注者が②及び③に違反して、ヒアリングに応じなか

った場合には指名停止措置要領別表第一第3号に該当することがある。

キ　特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。

「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」（平成21年3月31日付け20文科施第80

　イ　「通期の週休2日」とは、対象期間において、4週8休以上の現場休息並を行ったと認められる状態をいう。 

②

③

①

②

③

　 である。

②　 週休2日の考え方は以下のとおりである。 

　　  場休息等」という。）の日の確保を行ったと認められる状態をいう。 

　　 なお、年末年始6日間，夏季休暇3日間，工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している

　ウ　「対象期間」とは、工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日までの期間をいう。

     期間のほか、発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する期間受注者の責によらず現場作業を余儀

　　 なくされる期間等は含まない。

　ア　「月単位の週休2日」とは、対象期間において、全ての月で4週8休以上の現場閉所又は現場休（以下［現

　エ  「現場閉所」とは、巡回バトロールや保守点検等を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場

　　 が閉所された状態をいう。 

　オ  「現場休息」とは、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場作業が無い状態

　　　をいう。 

　カ　「月単位の4週8休以上」とは、対象期間内の全ての月ごとに現場休息等日数の割合（以下「現場休息

　　　ただし、歴上の土曜日・日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日・日曜

　　日の合計日数以上の現場休息等を行っている状態をいう。 

　　なお、現場休息等率の算定においては、現場閉所日及び降雨、降雪等による予定外の場閉所日や猛暑

　　　等率」という。）が28.5%（8日/28日）以上の水準に達する状態をいう。 

　　による作業不能日についても、現場休息等日数に含めるものとする。

　　また、現場休息等日を原則として土曜日・日曜日としない場合においては、上記の「土曜日・日曜日」

　　を受発注者間の協議により変更できるものとする。

　キ　「通期の4週8休以上」とは、対象期間内の現場休息等率が、28.5%（8日/28日）以上の水準に達する

　　状態をいう。なお、現場休息等率の算定においては、現場閉所日及び降雨、降雪等による予定外の現場

　　閉所日や猛暑による作業不能日についても、現場休息等日数に含めるものとする。

③　　受注者は、工事着手前に、月単位の週休2日の取得計画が確認できる現場休息等の予定日を記載した

　「実施工程表」等を作成し、監督職員の確認を得た上で、週休2日に取り組むものとする。分離発注

　工事の受注者は、受注者間で協力し、工事の進捗に無響が出ないよう現場休息等の予定日を調整した

　うえで、その予定日を記載した「実施工程表」等を作成する。工事着手後に、工程計画の見直し等が

　生じた場合には、その都度、受注者間で調整した「実施工程表」等を提出するものとする。

　監督職員が現場休息等の状況を確認するために「実施工程表」等に現場休息等の日を記載し、必要な都度、

　監督職員に提出するものとする。また、施設管理者の承諾を前提に週休2日促進工事である旨を仮囲い等に

　明示する。

④　　監督職員は、受注者が作成する現場休息等の日が記載された「実施工程表」等により、対象期間内の

　現場休息等の日数を確認する。

⑤　　【建築工事等の場合】月単位の4週8休以上（現場休息等率28.5%（8日/28日）以上）を前提に補正係数

　1.04により労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価並びに市場単価、補正市場価

　及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）を補正して予定価格を作成しており、発注者は、現場

　休息等の違成状況を確認し、月単位の4週8休に満たない場合は補正係数を1.02に変更し、通期の4週8休

　に満たない場合は補正係数を除し、請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。

　なお、市場出価、補正市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）については、その労務費補正分

　として別表に示す補正係数により補正し予定価格を作成している。

⑥　　【土木工事の場合】月単位の4週8休以上（現場閉所率28.5%（8日/28日）以上）を前提に以下のア の

　補正係数により労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費率、現場管理費率（以下，「労務費等」という。）

　を補正して予定価格を作成しており、発注者は、現場休息等の達成状況を確認し、月単位の4週8休に

　満たない場合は、以下のイ の補正係数に変更し、通期の4週8休に満たない場合は補正係数を除し、

　請負代金額のうち労務等補正分を減額変更する。なお、市場単価及び土木工事標準単価については、

　その労務費補正分として別表に補正係数により補正し予定価格を作成している。

　ア 月単位の4週8休以上（4週8休以上）

　イ 通期の4週8休以上（4週8休以上）

　　・労務費1.04

　　・機械経費（賃料） 1. 02

　　・共通仮設費率 1.03

　　・現揚管理費率 1.05

　　・労務費1.02

　　・機械経費（賃料） 1.02

　　・共通仮設費率 1.02 

　　・現揚管理費率1. 03

(11)　

本工事は、建設業法第26条第3項2号の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認めない。

【専任特例2号の配置を認めない場合】

　　より監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基

　　づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。

　　同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に

　　係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの（当

　　初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る）については、これら複数

　　の工事を一の工事とみなす）

　　ればならない。

　　を適正に遂行しなければならない。

 （12） 選休2日促進工事の実施について

①　 本工事は、発注者が月単位の週休2日に取り組むことを指定する週休2日促進工事（発注者指定方式）

ては、内容に応じて工事成績評定から点数を減じる措置を行うものとする。

理由を確認の上、対応策を協議することがある。また、受注者は工事完成日時点で監督職員の指示による

アンケート調査に協力するものとする。

⑦　明らかに受注者側に月単位の週休2日又は通期の週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合につい

⑧　本工事はモニタリング対象であり、現場休息等が困難となった場合には、監督職員は受注者に当該

　デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の

撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入及び工事写真の信憑性確認を行う

ことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。

　本工事で受注者がデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督職員

の承諾を得た上でデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事（以下、「対象工事」という。）

とすることができる。対象工事では、以下の①から③の全てを実施することとする。

　なお、本項に規定していない事項は文部科学省が定めた「工事写真撮影要領」（文部科学省大

臣官房文教施設企画・防災部参事官）」に準ずる。

①　必要な機器・ソフトウェア等の導入

　受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等（以

下、「使用機器」という。）については、文部科学省が定めた「工事写真撮影要領」（文部科

学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官）」の「3.(3)撮影方法」に示す項目の電子的記入が

のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」（URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」）に記載

している技術を使用していること。

また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、対象工事での使用機器について提示するものとする。

できること、かつ信憑性確認機能（改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。

なお、信憑性確認機能（改ざん検知機能）は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号

②　デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入

　受注者は、使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電

子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は、文部科学省が定

めた「工事写真撮影要領（文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官）」の「3.(3)撮影

方法」による。

　なお、対象工事において、「小黒板情報電子化」と「小黒板を被写体に添えての撮影（従来

の方法）」を併用することは差し支えない（例えば、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響に

より、使用機器の使用が困難な工種が想定される）。

③　小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品

　受注者は、②に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真（以下、「小黒板情報電子化写

真」という。）を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお納品時に、受注者は

URL（http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html）のチェックシステム（信憑性

チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフト

ウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その

結果を併せて監督職員へ提出するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職

員が確認することがある。 

(13)　デジタル工事写真の小黒板情報電子化について

(14)　共通費実態調査について

　本工事は、受注者による営繕工事の実施状況を費用の面から把握することにより、発注者における

工事費積算の一層の適正化を図ることを目的とした、「共通費実態調査」の対象工事である。

　調査票は監督職員から配布するものとする。

　なお、調査票は、以下に掲載している。

　https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_fr2_000015.html

工事における数量公開について(15)　

　本工事は、数量公開の対象工事であり、予定価格のもととなる工事費内訳書等から単価及び金額

等を削除するなどの加工・編集を施したもの（以下「数量書」という。）を参考資料（参考数量）

として公開、提供する。数量書は、見積を行うために必要な図面及び仕様書の交付と同時に公開し、

その提供方法は入札説明書による。

　この数量書に対する質問がある場合においては、入札説明書に記載のとおり提出するものとする。

また、回答方法・時期についても、入札説明書のとおりとする。

　なお、入札説明書等に対する質問書と数量書に対する質問書は区別して提出するものとする。

　また、数量書に対する質問において、数量の差異等に係わる質問については、差異の根拠となる

数量を算出した過程を示す資料も併せて提出するものとする。

(16)　

　本工事は、猛暑による作業不能日数を次の通り見込んでいる。

①　作業不能日数：0日間（工期の始期は令和6年　月　日で算定）

②　上記①は、環境省が公表する近畿地方_滋賀_大津地点におけるWBGT値（気温、湿度、日射、輻射を

　考慮した暑さ指数）過去5年分（2019年～2023年）について、本工事の工期に対応する期間（行政

機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）に定める行政機関の休日及び夏季休暇（3日）

　を除く。）において、8時から17時の間にWBGT値が31以上となった基幹を算定し、日数に換算した

　ものを年平均したもの。

③　気象状況により、工期中に発生した猛暑による作業不能日数の算定の対象とする時間（当該現場に

　おける定時の現場作業時間において、環境省が公表する近畿地方_滋賀_大津地点におけるWBGT値

　が31以上となり、かつ受注者が契約工事単位で全作業を中断し、又は現場を閉書した時間を算定し、

　日数に換算したもの（小数点以下第一位を四捨五入する。））が①の日数から著しくはく離した

　場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議することができる。

猛暑による作業不能日数について

Ａ１：　－

Ａ３：　－
－

－

工事名称

図面名称

課 　 長 課 長 補 佐

国立 大 学法 人  滋 賀 医 科 大学  施 設 課

主 　 幹 係 　 長

縮尺 図面番号

年月 図面Ｎｏ.

現場説明書(２)

係 　員

田
戸

令和７年３月

滋賀医科大学（医病）基幹・環境整備（特高受変電設備変圧器増設）電気設備工事
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